
 

   令和 5 年 11 月 2 日  

公示第 148 号  

 

八代市マンション管理計画の認定に関する要綱  

 （趣旨）  

第１条  この告示は、マンションの管理の適正化を推進するに当たり、マ

ンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成１２年法律第１４９

号。以下「法」という。）第５条の３第１項の管理計画の同項の認定の

事務に関し必要な事項を定めるものとする。  

 （添付書類）  

第２条  マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則（平成１

３年国土交通省令第１１０号）第１条の２第１項の計画作成都道府県知

事等が必要と認める書類は、公益財団法人マンション管理センターが発

行する法第５条の４各号に掲げる基準に適合している旨を証する書類と

する。  

 （その他）  

第３条  この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。  

   附  則  

 この告示は、公布の日から施行する。  

 


